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市
民
に
親
し
ま
れ
る
拠
点
施
設
の

検
討
が
始
ま
り
ま
し
た

■宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会委員（敬称略）
No. 氏名 所属名（職名）
１ 北原啓司（委員長） 弘前大学教育学部（教授、学識経験者）
２ 花坂康太郎（副委員長）宮古商工会議所（会頭）
３ 澤田克司 宮古観光文化交流協会（会長）
４ 赤沼正清 宮古市社会福祉協議会（会長）
５ 太長根理会子 陸中宮古青年会議所（青少年交流委員長）
６ 小野寺文雄 宮古市芸術文化協会（会長）
７ 内田瑛子 宮古医師会（理事）
８ 盛合敏子 宮古地域自治区（重茂漁業協同組合女性部長）
９ 林本卓男 田老地域自治区（田老地域協議会長）
10 中野正隆 新里地域自治区（新里地域協議会長）
11 伊藤和榮 川井地域自治区（川井地域協議会長）
12 山下修治 宮古市消防団（団長）
13 佐香英一 末広町商店街振興組合（理事長）
14 高橋雅之 中央通商店街振興組合（理事長）
15 横田大樹 宮古市町内自治会連合会（会長）
16 鈴木光子 宮古市地域婦人団体協議会（会長）
17 上野けい子 宮古市ＰＴＡ連合会（理事）
18 佐々木慶子 昭和通りのおかみさんもてなしたい（隊長）
19 岩田博子 公募
20 金野  侑 公募
21 平藤一氏幸 東日本旅客鉄道盛岡支社（宮古駅長）
22 望月正彦 三陸鉄道（代表取締役社長）

■
「
市
民
検
討
委
員
会
」
を
設
立
し
ま
し
た

　

広
報
な
ど
で
委
員
を
募
集
し
て
い
た
「
市

民
検
討
委
員
会
」
を
こ
の
た
び
設
立
し
、
７

月
22
日
に
第
１
回
の
会
議
を
開
催
し
ま
し

た
。
委
員
へ
の
委
嘱
状
交
付
、
委
員
長
・
副

委
員
長
の
選
任
、
事
業
の
基
本
構
想
（
案
）

な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
活
発
な
意

見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
会
議
を
重

ね
、「
市
民
に
親
し
ま
れ
る
施
設
」
の
あ
り

方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

■
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
ご
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い

　

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
全
世
帯
対
象
）

を
実
施
し
ま
す
。
本
号
に
折
り
込
ま
れ
て
い

る
「
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
」
に
、
ぜ
ひ
ご
回

　

広
報
６
月
１
日
号
10
㌻
で
は
、
中
心
市
街
地
地
区
（
宮
古
駅
南
側
）
に
お

け
る
公
共
施
設
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
取
り
組
み
状
況
と
、
本
年
度
の
予
定

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
設
立
し
た
市
民
検
討
委
員
会
の
紹
介
や
、
今
後
検
討
す
る
内
容
、

拠
点
施
設
の
イ
メ
ー
ジ
、
皆
さ
ま
か
ら
の
意
見
の
反
映
方
法
な
ど
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
（
本
号
に
折
り
込
み
）
な
ど

で
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

市
企
画
課
市
街
地
施
設
推
進
室
（
☎
�
９
０
８
９
）　

答
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
基
本
構
想
（
案
）
や
基
本
計
画

（
案
）
に
つ
い
て
、
市
民
説
明
会
（
各

地
区
で
開
催
）
や
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
（
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
意

見
公
募
）
に
よ
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
意
見
を
伺
い
ま
す
。
説
明
会
の
開
催

日
程
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
方
法

な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
広
報
な
ど
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

中
心
市
街
地
地
区

第１回市民検討委員会の様子



　

Ｑ
１　

ど
こ
に
整
備
す
る
の
？

　

Ｑ
２　

ど
ん
な
施
設
を

　
　
　
　

検
討
す
る
の
？

■
今
後
の
検
討
課
題

　

東
日
本
大
震
災
後
、
被
災
地
の
復
興

の
拠
点
と
な
る
市
街
地
を
緊
急
に
整
備

す
る
た
め
の
支
援
制
度
と
し
て
「
津
波

復
興
拠
点
整
備
事
業
」
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
市
で
は
、
国
か
ら
「
中
心
市
街

地
地
区
」
と
「
津
軽
石
地
区
」
の
指
定

を
受
け
て
、
国
の
復
興
交
付
金
事
業
の

活
用
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
に
よ
り
「
中
心
市
街
地

地
区
」
で
は
、「
宮
古
駅
南
側
の
利
用

の
少
な
い
用
地
」
に

お
い
て
、
被
災
し
た

公
益
的
施
設
お
よ
び

災
害
時
な
ど
に
必
要

な
役
割
を
果
た
す
施

設
を
、
一
体
的
に
整

備
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

市
民
の
心
の
よ
り
ど

こ
ろ
で
も
あ
る
中
心

市
街
地
の
復
興
と
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
維
持
・
発
展
、
利

便
性
や
効
率
性
の
高

い
街
な
か
居
住
に
向

け
た
拠
点
的
な
役
割

も
担
う
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

※
事
業
用
地
は
、
宮

古
駅
南
側
の
約
１
・

６
㌶
の
区
域
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
上︻
図

１
︼
に
お
け
る
施
設

配
置
は
イ
メ
ー
ジ
で

あ
り
、
今
後
検
討
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　
「
拠
点
施
設
」
と
し
て
、
次
の
４
つ

の
施
設
（
機
能
）
に
つ
い
て
、
複
合
化

も
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

❶
防
災
拠
点
施
設　

市
民
を
守
る
た
め

の
防
災
・
災
害
対
策
本
部
の
整
備
、
防

災
教
育
・
学
習
の
場

❷
地
域
活
力
創
出
拠
点
施
設　

市
民
に

親
し
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
活
動
を

応
援
す
る
交
流
・
活
動
の
場

❸
行
政
機
能
（
市
庁
舎
）
の
集
約
・
効

率
化　
「
老
朽
」「
耐
震
」「
狭
あ
い
」「
分

散
」
の
諸
課
題
を
抱
え
る
市
庁
舎
の
再

配
置
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
改
善

❹
宮
古
保
健
セ
ン
タ
ー
の
本
復
旧　

現

在
、
市
民
総
合
体
育
館
敷
地
内
の
仮
復

旧
し
た
施
設
で
事
業
を
実
施
し
て
お

り
、
早
期
の
本
復
旧
が
必
要　

2014.8.15❸ 広
報

完成から50年以上が経過する市役所分庁舎

完成から42年が経過する市役所本庁舎

仮復旧した施設で事業を実施している宮古保健センター

中心市街地地区  市民に親しまれる拠点施設の検討

【図１】事業予定用地と施設配置（イメージ）※市民説明会（７月８日開催）資料より

国道106号

JR宮古駅

施設
施設

三陸鉄道宮古駅



　

Ｑ
３　

施
設
に
は
、
ど
ん
な
部
屋
や

　
　
　
　

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
の
？

　

Ｑ
４　

規
模
と
事
業
費
は

　
　
　
　

ど
う
決
め
る
の
？

　
「
❶
防
災
拠
点
施
設
」
や
「
❷
地
域

活
力
創
出
拠
点
施
設
」
に
配
置
す
る
部

屋
な
ど
は
、
市
民
検
討
委
員
会
や
市
民

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
ご
意
見
を
伺
い
な

が
ら
決
め
て
い
き
ま
す
。

　

各
部
屋
の
役
割（
機
能
）は
、左︻
図
２
︼

の
例
の
よ
う
に「
平
常
時
」と「
災
害
時
」

に
分
け
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
「
❸
行
政
機
能
の
集
約
・
効
率

化
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
下
︻
図
３
︼
の
通

り
で
す
。

　
「
拠
点
施
設
」
の
延
床
面
積

は
、
次
の
考
え
方
を
基
本
と
し

て
検
討
し
ま
す
。

　
「
❶
防
災
拠
点
施
設
」
と
「
❷

地
域
活
力
創
出
拠
点
施
設
」
は
、

Ｑ
３
で
述
べ
た
よ
う
に
役
割

（
機
能
）
を
整
理
し
、
必
要
な

面
積
を
算
出
し
ま
す
。

　
「
❸
行
政
機
能
︵
市
庁
舎
︶」

は
、「
国
土
交
通
省
の
算
定
基

準
」
と
「
全
国
自
治
体
の
庁
舎

建
設
事
例
」
に
基
づ
く
ほ
か
、

業
務
量
な
ど
に
基
づ
く
職
員
数

な
ど
に
つ
い
て
も
勘
案
し
、
計

画
を
定
め
ま
す
。

　
「
❹
宮
古
保
健
セ
ン
タ
ー
」

は
、
被
災
前
の
延
床
面
積
を
基

本
と
し
て
算
出
し
ま
す
。

　

事
業
費
（
概
算
）
は
、「
計

画
規
模
（
延
床
面
積
）」
と
「
建

設
単
価
（
全
国
自
治
体
の
事
例

の
平
均
単
価
な
ど
）」
を
基
に

想
定
し
ま
す
。

　

な
お
震
災
後
に
主
要
建
設
材

料
の
単
価
や
公
共
労
務
単
価
が

大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
や
、
消

費
税
引
き
上
げ
の
動
向
な
ど
を

見
な
が
ら
、
計
画
を
定
め
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2014.8.15 ❹広
報

施設名 配置する機能 平常時の機能 災害時の機能

❶防災拠
点施設

防災展示・初
期消火体験
コーナー

防災訓練・学習機能 物資保管機能

救助処置・図
上訓練コー
ナー

防災訓練・学習機能 一時避難機能

❷地域活
力創出拠
点施設

多目的ホール 交流機能 一時避難機能

子ども待合
室・授乳室 子育て支援機能 福祉避難機能

※物資保管機能：救援物資の受け入れや、仕分け・保管などを行う。
※一時避難機能：災害直後には一時的に避難者を受け入れることができ、
　　　　　　　　復旧･復興期には被災者支援や物資保管などを行う。
※福祉避難機能：乳幼児を抱えた家族や高齢者・障がい者などを一時的
　　　　　　　　に受け入れることができる。

【図２】「平常時」の機能と「災害時」の機能（例）

【図３】行政機能の集約・効率化のイメージ

※ここでは、保
健福祉部と産業
振興部について
のみ例示します

庁舎名 建築年 現在の配置部署 集約後の配置部署

本庁舎 昭和47年 保健福祉部（福祉課、介護保険課）
産業振興部（水産課）

保健福祉部（全課）
産業振興部（全課）

分庁舎 昭和37年 産業振興部（産業支援センター、
　　　　　　商業観光課）

新里庁舎 昭和55年 産業振興部（農林課）

宮古保健
センター 平成25年（仮設） 保健福祉部（健康課）



　

Ｑ
５　

整
備
す
る
財
源
は
？

　

Ｑ
６　

現
在
の
市
庁
舎
は

　
　
　
　

ど
う
な
る
の
？

　

Ｑ
７　

事
業
の
全
体

　
　
　
　

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

　
　

　

整
備
財
源
は
左
︻
図
４
︼
の
よ
う
に

想
定
し
て
い
ま
す
が
、
華
美
に
な
ら
な

い
施
設
と
す
る
こ
と
を
前
提
に
簡
素
化

や
合
理
化
を
図
り
、
可
能
な
限
り
、
市

財
政
へ
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮

し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
現
有
施
設
を
廃
止
す
る
場

合
は
、
跡
地
の
効
果
的
な
活
用
方
法
に

つ
い
て
、
多
く
の
人
々
が
集
う
憩
い
の

場
を
計
画
す
る
な
ど
、
具
体
的
な
検
討

が
必
要
で
す
。

　

下
の
よ
う
に
想
定
し
ま
す
が
、
建
物

の
配
置
パ
タ
ー
ン
や
整
備
財
源
の
予
算

化
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
事
業
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

◎
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
事
業
内
容
や

こ
れ
ま
で
の
経
過
な
ど
を
掲
載
し
て
い

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
」→「
目
的
別
で
探
す
」

→
「
ま
ち
づ
く
り
」
→
「
中
心
市
街
地

拠
点
施
設
」

︻
平
成
26
年
度
︼基
本
構
想
、基
本
計
画
、

基
本
設
計

︻
平
成
27
年
度
︼基
本
設
計
、実
施
設
計
、

建
築
確
認
申
請

︻
平
成
28
年
度
︼
建
設
工
事
着
手

︻
平
成
29
年
度
︼
建
設
工
事
完
了

︻
平
成
30
年
度
︼
供
用
開
始

中心市街地地区  市民に親しまれる拠点施設の検討
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施設名 想定する財源

❶防災拠点施設
復興交付金、一般財源

❷地域活力創出拠点施設

❸行政機能（市庁舎） 合併特例債、一般財源

❹宮古保健センター 災害復旧費、一般財源

※復興交付金：著しい被害を受けた地域の速やかな復興のために、被
災した地方公共団体が自らの復興プランの下で進める地域づくり
を、財政面で支援することを目的に国が創設した補助金です。

※災害復旧費：台風、大雨、洪水、地震などの異常気象により、道路
や河川、学校などの公共的施設や農林水産業施設などが被害を受け
た場合、その管理者である地方公共団体が行う復旧工事に対し、国
がその経費の一部を負担または補助する制度です。

※合併特例債：合併市町村の新市建設計画に基づく建設事業に必要な
経費に対して充てることのできる地方債（借金）です。発行期限は
合併から10年間（本市は平成26年度まで）に限られていましたが、
平成24年６月に法改正があり、新市建設計画を変更することにより、
本市の場合10年延長して、平成36年度まで延長することができるよ
うになります。

　【合併特例債の借り入れと返済のイメージ】
　　事業費10億円の施設を建設する場合、合併特例債（借金）を充て
ることができるのは95％（充当率）の９億５千万円です。このうち
70％にあたる６億6500万円が元金分として普通交付税（財源不足分
を国が交付）の対象となり、また利子分の70％も対象となります。
①対象事業費のうち借り入れできる割合
一般財源

５％（５千万円）
合併特例債

95％（９億５千万円）

②元金の返済に占める一般財源の割合
一般財源

30％（２億8500万円）
地方交付税

70％（６億6500万円）

10億円

【図４】整備財源の想定

拠点施設の整備が検討されている宮古駅南側


